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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和5年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年 6月 17日

大分県知事  佐藤 樹一郎 殿

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号    09作 546-1254

大分市花園三丁目2番 10号

大分県農業協同組合

代表理事理事長 平間 悟
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大分県農業協同組合
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由布市庄内町南大津留419-1番地事 業 場 の 所 在 地
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